
4月のTOPICS後期高齢者医療制度
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問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
保
険
料
…
☎
06
・
４
７
９

０・
２
０
２
８
、
給
付
事
務
…
☎

06
・
４
７
９
０・
２
０
３
１
）

●
国
保
年
金
課

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
の

負
担
割
合

　

医
療
機
関
で
の
負
担
割
合
は
、
一

般
所
得
者
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

人
は
１
割
、
一
定
以
上
の
所
得
の
あ

る
人
は
2
割
、
現
役
並
み
所
得
の
人

は
３
割
と
な
り
ま
す
。負
担
割
合
は
、

4
月
〜
7
月
ま
で
は
前
年
度
、
8
月

〜
来
年
3
月
ま
で
は
当
該
年
度
の
住

民
税
課
税
所
得
（
各
種
所
得
控
除
後

の
所
得
額
）を
用
い
て
判
定
し
ま
す
。

※
当
該
年
度
に
よ
る
判
定
は
毎
年
8

月
1
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
有

効
期
限
内
で
も
、
世
帯
の
状
況
や
所

得
の
更
正
な
ど
に
よ
り
、
負
担
割
合

が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
、
後
日
、
差

額
の
2
割
も
し
く
は
１
割
相
当
額
の

請
求
、
ま
た
は
、
還
付
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
３
割
負
担
…
同
一
世
帯
に
令
和
８

年
度
の
住
民
税
課
税
所
得
（
各
種
所

得
控
除
後
の
所
得
額
）
が
１
４
５
万

円
以
上
の
被
保
険
者
が
い
る
場
合

※
こ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
は
、

個
人
の
令
和
８
年
度
の
住
民
税
が
課
税

さ
れ
る
所
得
額
（
各
種
所
得
控
除
後
の

所
得
額
）が
、１
４
５
万
円
未
満
で
あ
っ

て
も
３
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

■
２
割
負
担
…
3
割
負
担
に
該
当
せ

ず
、
同
一
世
帯
に
令
和
８
年
度
の
住

民
税
課
税
所
得
（
各
種
所
得
控
除
後

の
所
得
額
）
が
28
万
円
以
上
の
被
保

険
者
が
い
る
場
合
で
以
下
に
該
当
す

る
場
合

●
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
一
人
の

場
合

　
「
年
金
収
入(

注
1)

＋
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額(

注
2)

」
が
２
０
０

万
円
以
上
の
場
合

●
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数
い

る
場
合

　
「
年
金
収
入(

注
1)

＋
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額(

注
2)

」
の
合
計
が

３
２
０
万
円
以
上
の
場
合

■
１
割
負
担
…
３
割
負
担
ま
た
は
2

割
負
担
に
該
当
し
な
い
場
合

※
住
民
税
課
税
所
得
（
各
種
所
得
控

除
後
の
所
得
額
）
が
１
４
５
万
円
以

上
の
場
合
で
も
、
同
一
世
帯
の
被
保

険
者
（
注
３
）
の
賦
課
の
も
と
と
な

る
所
得
金
額
（
注
４
）
の
合
計
額
が

２
１
０
万
円
以
下
の
場
合
は
3
割
負

担
で
は
な
い
判
定
と
な
り
ま
す
。

（
注
1
）
…
「
年
金
収
入
」
に
は
遺

族
年
金
や
障
害
年
金
は
含
み
ま
せ
ん
。

（
注
2
）
…
「
そ
の
他
の
合
計
所
得
金

額
」
と
は
事
業
収
入
や
給
与
収
入
等
か

ら
、
必
要
経
費
や
給
与
所
得
控
除
等
を

差
し
引
い
た
後
の
金
額
の
こ
と
で
す
。

（
注
3
）
…
昭
和
20
年
1
月
2
日
以

降
生
ま
れ
の
被
保
険
者
お
よ
び
こ
の

人
と
同
じ
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

　3割負担と判定された場合でも、要
件に該当する人は、国保年金課窓口に
申請（後期高齢者医療基準収入額適用
申請）することで、申請した月の翌月
から、2割負担または1割負担に変更
できる場合があります。
※詳しくは資格確認書に同封のしおり
をご覧いただくか、問い合わせてくだ
さい。

後
期
高
齢
者
医
療

 

資
格
確
認
書
を
発
行

　

新
し
い
資
格
確
認
書
（
水
色
）
は
、

7
月
下
旬
ま
で
に
簡
易
書
留
で
送
付

し
ま
す
。
有
効
期
限
は
令
和
９
年
７

月
31
日
㈯
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

新
し
い
資
格
確
認
書
は
、
届
い
た
と

き
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
現

在
お
持
ち
の
資
格
確
認
書
（
桃
色
）

の
有
効
期
限
は
令
和
８
年
７
月
31
日

㈮
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
後

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
新
し
い

資
格
確
認
書
が
届
い
た
ら
破
棄
す
る

か
、
国
保
年
金
課
窓
口
へ
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。

※
令
和
９
年
７
月
31
日
㈯
ま
で
は
マ

イ
ナ
保
険
証
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

資
格
確
認
書
を
交
付
し
ま
す
。

■
資
格
確
認
書

　

新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
た
場
合
や
、
自
己
負
担
割
合

な
ど
の
券
面
記
載
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
、「
資
格
確
認
書
」
を
交
付

し
ま
す
。
病
院
な
ど
で
医
療
を
受
け

る
と
き
は
、
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

■
限
度
区
分

　

新
た
に
併
記
を
希
望
す
る
場
合
は 

申
請
が
必
要
で
す
。 

必
要
な
書
類

は
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
で
す
。

■
臓
器
提
供
の
意
思
表
示

　

資
格
確
認
書
裏
面
で
臓
器
提
供
の

意
思
表
示
が
で
き
ま
す
。

※
医
療
機
関
・
薬
局
の
受
付
の
際
に

は
、
保
険
証
と
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
ご
利
用
を
ご
検
討
く
だ
さ

い
！

が
対
象
に
な
り
ま
す
。

（
注
4
）
…
賦
課
の
も
と
と
な
る
所

得
金
額
と
は
、
前
年
の
総
所
得
金
額

お
よ
び
山
林
所
得
金
額
な
ら
び
に
他

の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所

得
の
金
額
の
合
計
額
か
ら
基
礎
控
除

額
を
控
除
し
た
額
で
す
。（
雑
損
失

の
繰
越
控
除
額
は
控
除
し
ま
せ
ん
。）

ま
た
、
基
礎
控
除
額
は
地
方
税
法
第

３
１
４
条
の
2
第
2
項
に
定
め
る
金

額
に
な
り
ま
す
。（
例
：
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
２
，
４
０
０
万
円
以

下
の
場
合
、
43
万
円
）
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